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6
問合せ先　町民生活課　ゼロカーボン推進室　

5

■プラスチック素材でできたもの
　※金属などプラスチック以外のものを
　　含む場合はその部分を取り外す。
■50cm×50cm×50cm以下のもの
■洗って汚れが落ちないものは可燃ごみ
　に出す。

《回収できるプラスチック資源》

【バケツ】

【お菓子の袋】
【歯ブラシ】 【レジ袋】

【卵パック】

【ラベル、キャップ】

（例）

※町内5箇所で実施している「軟質プラスチック」の回収は令和7年9月末をもって終了します。
 

【家庭】

【ごみステーション】

【プラスチック原料】【プラスチック製品】

プラスチック
分別回収の流れ 【中間処理工場・再商品化工場】

《分別回収フロー》

プラスチック専用 町指定袋
町指定袋については、各取扱店にて
購入いただく必要があります。
(販売価格）大10枚入：160円、小10枚入：90円

●プラスチックのみでできたもの
　（50㎝以下のもの）

背景
　私たちの生活にはプラスチックは “食品の容器包装” など、無くてはならない素材となっています。し
かし、プラスチック製品の生産から廃棄までの過程では、多量の温室効果ガスが排出され、地球温暖化
を加速させています。
　このため、「プラスチックの資源循環」を推進する取り組みの重要性が社会的に認識されています。
これはプラスチック製品を生産・使用した後に “廃棄” する一方通行ではなく、“再利用” して循環するサ
イクルを描く考え方です。
　町ではこの考え方を取り入れており、令和７年10月からプラスチックを資源回収することで、年間で
約200トンのプラスチックを削減し、リサイクルに回すことができる見込みです。
　これにより、町内の環境保全に大きな効果が期待されます。

今後の取り組み
　令和７年10月からプラスチック分別回収による再商品化を実施します。
　プラスチック全般を、自治会などの収集場所で週１回の頻度で回収を行います。

令和７年10月から
　「プラスチック分別回収」を開始します！

52-1703
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【商工観光課】

問合せ先 電話 ５２－１７１３

１ 国勢調査のご協力について

令和７年度は１０月１日を基準日として国勢調査が実施されます。統計法に基づ

き５年に１度実施される国の最も重要な統計調査で、日本に住むすべての人と世帯

が対象となります。

本調査の実施について、基準日前に調査員が全世帯を訪問しますので、格段のご

配慮とご協力をお願いいたします。

【国勢調査】

調査基準日： 令和７年１０月１日

調査対象 ： 日本に住むすべての人と世帯（外国人の方を含む）

２ 国勢調査調査員募集のご協力について

国勢調査実施に伴い、下記のとおり調査員を募集します。近年、調査員の確保が

非常に困難になっているため、募集の際に各部落での推薦をお願いする場合があり

ますので、ご協力をお願いいたます。

【国勢調査調査員募集】

仕事内容 ： ・調査員説明会へ出席（８月下旬）

・担当地区の世帯を訪問し、調査票を配布・回収

・調査票の点検・提出（１０月下旬）

募集期限 ： ５月３１日

任 期 ： ８月８日～１１月７日（予定）

※実際の活動は８月下旬の説明会後になります。

調査員報酬： ２万円～８万円

※調査区数と世帯数によって報酬額は異なります。

３ 国道９号商工街路灯（支柱）撤去工事について

老朽化にともなう国道９号商工街路灯の撤去工事を行います。

交通規制等でご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

撤去区間：別所～二軒屋（４６箇所）

（１）国道９号商工街路灯撤去について

・老朽化による倒壊の危険性があるため撤去を行います。

・国交省が設置する主要箇所の照明灯は継続設置されます。

（２）工事について

・５月～８月にかけて、順次撤去を行います。

・工事中は片側交互通行になります。
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【人権・同和教育課】

問合せ先 電話 ５２－１１６２

１ 人権・同和教育部落懇談会の開催について

人権尊重のまちづくりを推進するため、町職員と町民が協働して取り組む

かたちで、人権・同和教育部落懇談会を開催します。

各部落の役員の皆様ご協力をよろしくお願いします。

○テーマ：「心のバイアス（先入観・偏見）を見直す」

自分にとって「当たり前」の考えや言動が、時に相手を傷つけたり、

差別につながることを知り、お互いを認め合う人間関係や地域づく

りについて話し合いを行います。

○実施方法：各部落単位で実施

町職員と部落役員の方と連携して推進を行います。

○開催時期：10 月～12 月

○今後のスケジュール

・各地区事前説明会（９月下旬）

各区長・人権教育推進員等に懇談のねらい・教材・推進方法の説明。

・部落懇談会の開催（10 月～12 月）

教材による話し合い、アンケート
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【議会事務局】

問合せ先 電話 ５２－１７１０

１ 議会報告会・意見交換会の開催について

琴浦町議会では、町民の皆さんのご意見を議会内での議論や政策形成につなげて

いくため、議会報告会・意見交換会を開催しています。

各部落や団体からの要望に応じたり、議員から出向き、町民の皆さんのご意見を

伺います。

詳しくは、議会事務局までお気軽にご連絡ください。
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